
第１号議案 
 
１ 届出内容 

（新設 届出年月日：平成 30 年８月 29日 根拠条文：法５－１ 条例審議：平成 30 年６月） 

名 称 （仮称）神戸トヨペット宝塚インター南店 

所在地 伊丹市西野一丁目１番地１号ほか 

設置者 神戸トヨペット株式会社 

小売業者の名称（業態） 神戸トヨペット株式会社（自動車） 

新設年月日 平成 31 年４月 30 日 

店舗面積、延べ面積、 

建築面積、敷地面積 

4,063 ㎡、8,712 ㎡ 

5,913 ㎡、10,753 ㎡ 

用途地域 準工業地域 

騒音に係る基準 環境基準：Ａ類型、Ｂ類型、Ｃ類型   規制基準：第３種 

駐車収容台数 

28 台（全体台数 28 台）≧必要台数 22台  

夜間駐車場の利用制限 無 制限後台数 － 

駐輪収容台数 ６台 

荷さばき施設面積 81.5 ㎡ 

廃棄物等保管容量 13.5 ㎥ 

営業時間 午前９時 30 分から午後７時まで 

駐車場の利用時間 午前９時から午後７時 30分まで 

駐車場の出入口の数 出入口２箇所 

荷さばき施設の利用時間帯 午前６時から午後 10 時まで 

 

 

２ 法第８条第１項の規定による市町の意見及び同条第２項の規定による居住者等の意見 

市町の意見の有無 意見提出あり 

居住者等の意見の有無 意見提出なし 

 



３ 重要事項 

（１）駐車需要の充足等交通に係る事項 県の判断 適 

① 駐車場に関する事項 

既存類似店実績及び既存店実績に基づく必要駐車台数22台に対し、28台を確保する。 

〔既存類似店の原単位等〕 

 
ＴＰ御影店 

（新車販売） 

ＴＰ御影テクノ店 

（中古車販売） 

計画施設 

（新車・中古車販売） 

所在地 神戸市東灘区 神戸市東灘区 伊丹市 

用途地域 商業地域 準工業地域 準工業地域 

最寄り駅からの距離 0.2km 0.8km 2.8km 

店舗面積 (千㎡) 1.980 1.700 4.063 

新車販売面積 1.980 － 1.271 

中古車販売面積 － 1.700 2.792 

来店台数実績（台/日） 78 71 168（=50＋118）※ 

日来台数原単位 

（台/千㎡） 
39 42 － 

※ （新車販売部分）1.271千㎡×39台/千㎡＝50台 
  （中古車販売部分）2.792千㎡×42台/千㎡＝118台 

 １日の来店台数と既存店の時間係数を基に、時間帯ごとの来退店台数を算出し、最大

在庫台数を必要駐車台数とした。 

〔既存類似店の時間係数による時間帯別台数〕 

時間帯 
台数 

来店台数 退店台数 在庫台数 

8:00～ 14 13 1 

9:00～ 14 7 8 

10:00～ 16 10 14 

11:00～ 13 14 13 

12:00～ 11 8 16 

13:00～ 16 16 16 

14:00～ 15 9 22 

15:00～ 14 18 18 

16:00～ 18 21 15 

17:00～ 17 18 14 

18:00～ 8 16 6 

19:00～ 12 18 0 

合計 168 168  

【参考】 

〔指針式〕4.063千㎡×978人/千㎡・日×ピーク率14.4％×分担率70％÷平均乗車人員2.0 
×平均駐車時間係数0.87 ≒175台 



 ② 道路交通への影響に関する事項 

【交差点の将来ピーク時交通量及び交通の円滑性の評価】 

ア 店舗の新設により新たに発生する自動車台数と来退店経路の設定 

○ピーク１時間当たりの来退店自動車台数 

①より、21台がピーク時発生台数となる。 

【参考】 
〔指針式〕4.063千㎡×978人/千㎡・日×ピーク率14.4％×分担率70％÷平均乗車人員2.0≒200台 

○商圏（店舗を中心に半径２km）を４方面Ａ～Ｄに分け、各方面別の世帯数比で21台／ｈ

を各地域からの経路に配分する。 

ゾーン 世帯数(世帯) 配分比（％） 来退店ピーク台数（台／ｈ） 

A  36,427 29 6 

B  15,603 12 3 

C  38,076 31 7 

D  32,487 28 5 

計 122,593 100.0 21 

 

イ 交差点の将来ピーク時交通量及び交通の円滑性の評価及び対策 

○ 現況交通量調査〔平成30年２月４日(日)、２月５日(月)、２月25日（日）（阪神競馬

開催日）〕に発生台数21台を加えて、交差点需要率及び車線別混雑度の検討を行う。 

○ 信号交差点の交差点需要率、車線別混雑度は下表のとおり。 

○ いずれの交差点においても、交通処理は可能と考えられる。 

（上段：交差点需要率、下段：車線別混雑度） 

調査地点 
現 況 予 測 下線部は 

経路上の車線 
平日 休日 

競馬 
開催日 

平日 休日 
競馬 

開催日 

交差点１ 
（天神川橋南詰）

 
平：17時台 
休：15時台 
競馬：15時台 

0.413 0.478 0.489 0.416 0.478 0.489  

0.65 
0.33 
0.42 
0.19 
0.66 
0.38 
0.46 
0.17 

0.64 
0.39 
0.64 
0.14 
0.61 
0.58 
0.56 
0.30 

0.64 
0.46 
0.67 
0.17 
0.63 
0.48 
0.58 
0.31 

0.65 
0.36 
0.42 
0.20 
0.66 
0.38 
0.47 
0.18 

0.64 
0.43 
0.64 
0.15 
0.62 
0.58 
0.57 
0.31 

0.64 
0.50 
0.67 
0.18 
0.64 
0.48 
0.58 
0.32 

北流入直左 
北流入右折 
東流入直左 
東流入右折 
南流入直左 
南流入右折 
西流入直左 
西流入右折 

交差点２ 
（大樋橋） 

 
平：17時台 
休：17時台 
競馬：16時台 

0.391 0.471 0.458 0.407 0.486 0.473  

0.39 
0.48 
0.17 
0.42 

0.40 
0.67 
0.18 
0.30 

0.37 
0.67 
0.19 
0.31 

0.41 
0.50 
0.17 
0.42 

0.42 
0.69 
0.18 
0.30 

0.38 
0.69 
0.19 
0.31 

北流入直左右 
東流入直左右 
南流入直左右 
西流入直左右 

※網かけは最大値を示す。 

 

 

 

 



（２）騒音の発生に係る事項 県の判断 適 

① 騒音の予測・評価 

   □ 騒音の総合的な予測・評価 

予測地点 隣接地 
主な音源 

（ ）は昼間のみ 

環境基準 

（昼間） 

等価騒音 

レベル 

環境基準 

（夜間） 

等価騒音 

レベル 

Ａ 

（H=4.2m） 
住 宅 

（荷さばき作業音） 

キュービクル 

55 dB 

(Ａ類型) 
54 dB 

45 dB 

(Ａ類型) 
  26 dB 

Ｂ 

（H=4.2m） 
集合住宅 

（廃棄物収集作業音） 

キュービクル 

55 dB 

(Ｂ類型) 
50 dB 

45 dB 

(Ｂ類型) 
  17 dB 

Ｃ 

（H=4.2m） 
道 路 

（荷さばき作業音、 

廃棄物収集作業音） 

キュービクル 
60 dB 

(Ｃ類型) 

55 dB 
50 dB 

(Ｃ類型) 

  19 dB 

Ｄ 

（H=4.2m） 
工 場 

（来店客車両走行） 

キュービクル 
49 dB   17 dB 

Ｅ 

（H=4.2m） 
住 宅 

（荷さばき作業音、 

廃棄物収集作業音） 

キュービクル 

55 dB 

(Ａ類型) 
50 dB 

45 dB 

(Ａ類型) 
  19 dB 

 ※各予測地点において、騒音が最大となる高さについてのみ結果を掲載 

・全ての予測地点の昼間・夜間ともに環境基準を満足する。 

 

□ 発生する騒音ごとの予測・評価 

予測地点 隣接地 主な音源 規制基準 騒音レベル 

ａ （H=4.9m） 道 路 

キュービクル 
50 dB 

(第３種) 

47 dB 

ｂ （H=4.9m） 道 路 22 dB 

ｃ （H=4.9m） 道 路 19 dB 

ｄ （H=4.9m） 道 路 17 dB 

 

・全ての予測地点において規制基準を満足する。 

（３）廃棄物等に係る事項 県の判断 適 

○実績による容量を確保する。（廃棄物保管容量 13.5 ｍ３ ＞ 予測排出量 9.324 ｍ３） 

廃棄物の種類 平均保管日数 予測排出量 合  計 

紙製廃棄物等 

１日 

8.702 m３ 

9.324 m３ 

金属製廃棄物等 0.013 m３ 

ガラス製廃棄物等 0.003 m３ 

プラスティック製廃棄物等 0.103 m３ 

生ゴミ等 0.065 m３ 

その他可燃性廃棄物等 0.000 m３ 

廃油 0.438 m３ 

 

 

 

 



【参考：指針による予測結果】 

廃棄物の種類 平均保管日数 予測排出量 合  計 

紙製廃棄物等 

１日 

8.466 m３ 

12.60 m３ 

金属製廃棄物等 0.190 m３ 

ガラス製廃棄物等 0.081 m３ 

プラスティック製廃棄物等 2.035 m３ 

生ゴミ等 1.251 m３ 

その他可燃性廃棄物等 0.578 m３ 

○リサイクル品（再利用対象物）保管施設 

分別回収を行い、リサイクル可能な廃棄物は、業者に引き渡す。 

 

（４）その他の指針関係事項 県の判断 適 

① 歩行者の通行の利便の確保のための計画 

・駐車場出入口まで従業員が車両を誘導することで安全かつ円滑な出庫に努める。 

・荷さばき車両運転手にスピード抑制等、安全注意の徹底を行う。 

② 防犯・防災対策への協力 

・災害時における協定等の締結の申出があった場合は積極的に検討する。 

③ 街並みづくり等への配慮 

・「景観法」「伊丹市都市景観条例」、「兵庫県屋外広告物条例」に基づき、周辺の景観との

調和に努めた計画とする。 
・｢環境の保全と創造に関する条例｣に基づき、緑化基準に従い、敷地・建築物の緑化を行う。

（※対象敷地面積及び緑化面積はトヨタレンタカー伊丹北店敷地を除く） 
  ＜必要緑化面積＞  

敷地：9,902㎡（対象敷地面積）×(100%－建ぺい率60%)×50% ＝ 1,980㎡   
屋上：2,252㎡（対象屋上面積）×0.2＝450㎡ 
必要緑化面積：1,980㎡＋450㎡＝2,430㎡ 

＜計画緑化面積＞   
1,989㎡（敷地）＋ 969㎡（屋上）＋ 502㎡（壁面）＝ 3,460㎡ （＞2,430㎡） 

 

 

４ 法第８条第１項の規定により伊丹市から聴取した意見 

意見内容 設置者の対応 県の判断 

＜都市計画課＞ 

・500 ㎡以上の敷地で建築物の建築（開発

事業）を行う場合は「伊丹市住宅開発等

指導要綱」に基づく協議が必要である。 

・計画地は同協議を経て開発事業承認（平

成 28年 10 月 24 日付け 第 27-118 号）

している。開発事業の内容に変更がある

場合は、協議されたい。 

 

 

 

・開発事業の内容に変更はありませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

― 

＜伊丹市教育委員会＞ 

・計画店舗周辺道路は、伊丹市立桜台小学

校、伊丹市立天王寺川中学校の校区とな

っており、工事車両等が児童生徒の登下

校の時間帯に、各校の校区を通行する際

は、十分に安全に配慮されたい。 

 

・工事に伴う大型車両通行時及び、キ

ャリアカーなどの大型搬入車量が

通行する際には歩行者との交錯に

は注意を払うようにいたします。特

に児童の登下校時間帯には十分に

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 



 注意をして通行するようにいたし

ます。 

 

 

＜伊丹市立天王寺川中学校＞ 

・安全確保に努めるため、交通整理員等の

配置（生徒の登下校時及び休日）や工事

車両の時間規制等（生徒の登下校時）に

ついて配慮されたい。 

 

・キャリアカー（車輌運搬車）などの

大型搬入車量が通行する際には歩

行者、特に登下校時の生徒との交錯

には注意を払うようにします。更

に、工事を伴う大型車両が通行する

時期には交通整理員を配置し、より

一層注意をして誘導・通行するよう

にします。また、安全の配慮をする

ことをドライバーへ周知・徹底しま

す。 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 

 
 
５ 県が近隣市から聴取した意見 

意見内容 設置者の対応 県の判断 

［尼崎市］ 

・意見なし 

 

［宝塚市］ 

・意見なし 

 

― 

 

 

― 

― 

 
 
６ 法第８条第２項の規定により居住者等から述べられた意見 

意見内容 設置者の対応 県の判断 

・意見なし ― － 

 
 

７ 関係機関からの意見 

意見内容 設置者の対応 県の判断 

［兵庫県警察本部交通規制課］ 

１ 案内誘導看板の設置について 

・主要幹線道路である県道尼崎宝塚線に面

する東側出入口については、右折出入庫

による渋滞及び事故発生が危惧される

ことから、左折出入庫を徹底するための

案内看板を設置するとともに、設置箇所

については、事前に伊丹警察署長と調整

されたい。 

 

２ 来退店経路について 

・来退店経路を周知するように広報を徹底

されたい。 

 

３ 店舗出入口への交通整理員の配置につ

 

 

・東出入口における右折入出庫の防止

対策として、出入口に右折出入庫禁

止等の看板の設置を検討します。設

置個所については、伊丹警察署と調

整し決定します。 

 

 

 

 

・施設内の店内掲示などでの案内経路

を示した周辺見取図を掲示するな

ど、案内周知を行うよう努めます。 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 



いて 

・出入口には交通整理員若しくは従業員を

配置し、出入庫における安全と円滑に配

意されたい。 

４ 駐車対策について 

・来店した入庫待ち車両が、店舗周辺の公

道上に滞留しないように留意されたい。 

 

 

 

 

５ 周辺地域の生活環境の保持について 

・開店から当分の間、周辺交通の支障の有

無を確認されたい。 

・問題が発生した場合は、必要な対策を講

じ、関係機関に報告されたい。 

 

 

 

・来客車両などの出入の際は、従業員

等が誘導することで、出入庫におけ

る安全と円滑さに配慮します。 

 

・敷地内には十分な入庫待ちスペース

があり、来店待ち入庫車両が店舗周

辺の公道上に滞留することはない

と推測していますが、仮に来店車両

が多くみられる際は従業員による

敷地内への誘導を行います。 

 

・開店から当分の間は、周辺交通の支

障の有無について留意します。もし

大きな支障が出てくる場合は、必要

な対策を講じ、速やかにご報告しま

す。 

 

［環境整備課］ 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び

兵庫県廃棄物処理計画に基づき、廃棄物

の適正処理、排出抑制及び再生利用に努

めること。 

 

・レジ袋の削減、過剰包装の抑制等による

廃棄物の減量に努めること。 

 

 

・店舗に資源ごみ等の回収ボックスを設置

する場合は、事前に市に相談のうえ慎重

に判断すること。 

 

 

・廃棄物の処理及び清掃については、

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律及び兵庫県廃棄物処理計画に基

づき、廃棄物の適正処理、排出抑制

及び再生利用に努めます。 

・レジ袋等の使用は予定しておりませ

んが、ビニール袋及び過剰包装など

を抑制し、廃棄物の減量に努めま

す。 

・店舗に資源ごみ回収ボックス設置の

予定はありません。 

 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 

［道路保全課］ 

・県道尼崎宝塚線道路区域内で工事を行う

場合は、道路法上必要な手続を行うこ

と。 

・ 県道尼崎宝塚線歩道部南側の不要な切

下げ部を撤去し、車両が乗り入れできな

いタイプの歩車道境界ブロックにより

復旧すること。また、工事の施工にあた

っては、宝塚土木事務所と協議するこ

と。 

・届出書のとおり、施設内において右折出

入庫防止対策を講じること。 

 

 

・県道での工事等を行う際は、必要な

手続を行います。 

 

・尼崎宝塚線歩道部南側の不要な切下

げ部は、撤去し、車両が乗り入れで

きないタイプのしつらえで復旧し

ます。また、工事の施工については

宝塚土木事務所と協議し進めます。 

 

・店舗敷地内での右折出入庫対策とし

て、東出入口車路に左折矢印を表記

することや、案内看板の設置を検討

しています。案内看板の設置場所に

ついては伊丹警察署と調整をしま

す。 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 



［河川整備課］ 

・河川保全区域内で、建物の建築や土地の

形質変更などの制限行為を行う場合は、

許可を得ること。（河川法第 55 条） 

 

 

・当計画は天神川における河川保全区

域内での建物の建築に該当します

ので、適切な手続を行います。 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 

［下水道課］ 

・汚水及び雨水排水計画にあっては、下水

道管理者と十分調整すること。 

・県では、雨水に強いまちづくりを目指し、

雨水の浸透・貯留などによる流出抑制、

適切な水循環・再利用を推進している。

施設の整備にあたっては、透水性舗装、

浸透管渠、浸透マス、雨水貯留・再利用

施設の設置等について配慮すること。 

 

 

・下水道管理者と十分に協議します。 

・「伊丹市住宅開発等指導要綱」申請

において雨水排水に関し調整池等

を設置し流出制御等を考慮してお

ります。また、浸透式舗装、浸透枡

等、雨水の再利用施設の設置等につ

いて配慮します。 

 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 

［総合治水課］ 

・規模が１ha 以上であって、浸水による被

害を発生させる可能性が高まる開発行

為を行う場合は、総合治水条例に基づ

き、開発行為をあらかじめ届け出る義務

があるため、開発者においては、宝塚土

木事務所と事前に協議されたい。（総合

治水条例第 11条） 

・駐車場などの広い土地を利用した施設に

ついては、雨水が浸透する舗装を施すな

ど、雨水を一時的に貯留し、又は地下に

浸透させる措置を講ずることに努めら

れたい。（総合治水条例第 21条第１項） 

・大規模な建物又は工作物については、そ

の敷地又は地下に雨水を貯留する設備

を設置すること等により、これらの建物

又は工作物に雨水貯留浸透機能を備え

ることに努めるようお願いします。（総

合治水条例第 21 条第２項） 

 

 

・当該計画は１ha 未満で、開発行為も

行いません。「伊丹市住宅開発等指

導要綱」に基づき、調整池等の流出

制御を行っております。 

 

 

 

・総合治水条例に基づき、適切な処置

を講ずるよう努めます。 

 

 

 

・総合治水条例に基づき適正な機能を

備えるように努めます。また、伊丹

市宅地開発等指導要綱に基づき伊

丹市排水施設技術基準による調整

池を計画しています。 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 

［都市政策課］ 

・環境の保全と創造に関する条例では、建

築面積又はその敷地面積が 1,000㎡以上

の場合、同条例施行規則で定める緑化基

準に従い、当該建築物又はその敷地を緑

化しなければならない規定があるので

留意されたい。また、新築又は増築等に

係る建築面積が 1,000 ㎡以上の場合、同

緑化基準に従い、建築物等緑化計画届を

作成し、建築確認申請前に提出するこ

と。 

・兵庫県まちづくり基本条例による事業者

の責務に基づき、地域と一体となったま

ちづくりを進める観点から、今後とも地

元との十分な話し合いによる事業の展

 

・環境の保全と創造に関する条例に基

づき、緑化基準に従い計画しており

ます。更に「建築物等緑化計画届」

を提出し審査済みとなっています。

（緑 1017—006） 

 

 

 

 

 

・兵庫県まちづくり基本条例に基づき、

地域との一体化を基本とするまち

づくりに努めます。 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 



開を求める。 

・福祉のまちづくり条例では、新築建築物

はバリアフリーに関する整備基準に適

合させ、既存建築物は適合に努めなけれ

ばならない。（利用者の立場に立ち、誰

でも使いやすい施設となるよう「福祉の

まちづくりアドバイザー」が施設の点

検・助言を行うチェック＆アドバイス制

度を活用いただきたい。）また、新築・

既存にかかわらず、敷地内建築物の延べ

面積が 10,000 ㎡以上あれば、バリアフ

リー情報を公表しなければならないの

で、留意されたい。 

 

 

・福祉のまちづくり条例に基づき、新

築施設はバリアフリーに関する整

備基準を適合させ、既存施設は適合

に努めます。なお、本施設は延べ面

積が 10,000 ㎡未満であるためバリ

アフリー情報の公表については該

当しません。 

 

［景観形成室］ 

・本事業計画には、景観法、伊丹市都市景

観条例、兵庫県屋外広告物条例が適用さ

れる。各法令に基づく基準等を遵守する

とともに、申請等必要な手続を適切に行

われたい。 

 

 

・伊丹市景観条例に伴う「景観計画区

域内における行為の届出」を提出済

みで適合通知の交付を受けており

ます。兵庫県屋外広告物条例に遵守

し、華美なデザインを避けた広告物

とし、街並みづくりに配慮した景観

計画としております。各法令に基づ

く手続については適切な対応をい

たします。 

 

 

設置者の対

応は妥当と

判断する。 

 

 

 

８ 法第８条第４項の規定による意見(案) 

県の意見の有無 有しない。 

留意事項の有無 

次の留意事項を付記する。 

１ 敷地内掲示や看板、広告等によって来退店経路を周知徹底する

こと。 

２ 営業時間内に荷さばき作業を行う場合は、誘導員を配置し、来

客の安全確保に努めること。 

３ 繁忙時等は、駐車場出入口に交通整理員を配置し、安全かつ円

滑な出入庫を図ること。 

４ 計画された緑化部分について、適切な維持管理に努めること。 

 

 



第２号議案 
 
１ 届出内容 

（新設 届出年月日：平成30年８月20日 根拠条文：法５－１ 条例審議：平成30年６月） 

名 称 （仮称）キセラ川西複合商業施設 

所在地 川西市火打一丁目 398 ほか 

設置者 株式会社アントクエステート ほか２者 

小売業者の名称（業態） 物品販売業を営む店舗（食料品、医薬品、自動車関連用品等） 

新設年月日 平成 31 年４月 21 日 

店舗面積 2,859 ㎡ 

延べ面積、建築面積、敷地面積 3,985 ㎡、4,025 ㎡、9,774 ㎡ 

用途地域 等 工業地域 

騒音に係る基準 
環境基準：Ｂ類型、Ｃ類型 

規制基準：第４種 

駐車収容台数 

111 台（全体収容台数 111 台） ≧ 必要台数 111 台  

夜間駐車場

の利用制限 
有 制限後台数 81 台 

駐輪収容台数 145 台 

荷さばき施設面積 184㎡ 

廃棄物等保管容量 25.9㎥ 

営業時間 午前７時から午後11時まで 

駐車場の利用時間 午前６時30分から午後11時30分まで 

駐車場の出入口の数 出口１箇所、入口１箇所、出入口１箇所 

荷さばき施設の利用時間帯 午前６時から午後10時まで 

 

２ 法第８条第１項の規定による市町の意見及び同条第２項の規定による居住者等の意見 

市町の意見の有無 意見提出あり  

居住者等の意見の有無 意見提出なし 



３ 重要事項 

（１）駐車需要の充足等交通に係る事項 県の判断 適 

①駐車場に関する事項 

【必要駐車台数の算定・確保】 

指針に基づく必要台数111台に対し、来客用駐車台数を111台（全体収容台数111台）確保

する。 

〔指針式〕2.859千㎡×1,014人/千㎡・日×ピーク率14.4％×分担率70％÷平均乗車人員2.0 
×平均駐車時間係数0.76 ≒111台 

     ②道路交通への影響に関する事項 

【交差点の将来ピーク時交通量及び交通の円滑性の評価】 

ア 店舗の新設により新たに発生する自動車台数と来退店経路の設定 

○ ピーク１時間当たりの来店自動車台数 

〔指針式〕 
（現 況）0.999千㎡×1,070人/千㎡・日×ピーク率14.4％×分担率70％ 

÷平均乗車人員2.0人/台≒54台 
（増床後）2,859千㎡×1,014人/千㎡・日×ピーク率14.4％×分担率70％ 

÷平均乗車人員2.0人/台≒146台 
店舗増床後の発生交通量＝146台―54台＝ 92台 

     ○商圏（店舗を中心に半径1.5km）を５方面（①～⑤）に分け、各方面別の世帯数比で

92台／hを各地域からの経路に配分する。 

ゾーン 世帯数(世帯) 配分比（％） 来退店ピーク台数（台／ｈ） 

①  4,732 24.5 23 

②  1,509 7.8 7 

③  7,523 39.1 36 

④  5,350 27.7 25 

⑤  178 0.9 1 

計 19,292 100.0 92 

イ 交差点の将来ピーク時交通量及び交通の円滑性の評価 

○ 現況交通量調査〔平成30年１月21日(日)、１月23日(火)〕に上記で算出した発生台数

92台を加えて、交差点需要率及び車線別混雑度の検討を行う。 

○ 信号交差点の交差点需要率、車線別混雑度は下表のとおり。 

○ いずれの交差点についても道路改良で南北流入部に右折車線を設置する予定があり、

地点Ａについては供用開始しているが、地点Ｂについては供用開始時期が未定である

ため、下表の車線構成によって検討を行った。 

○ 近隣に大規模商業施設の立地が予定されていることから、その店舗の影響を含めた検

討を行った。 

○ いずれの交差点においても、ピーク時間帯において交通処理は可能と考えられる。 

 

 

 

 



（上段：交差点需要率、下段：車線別混雑度） 
注）網かけは最大値を示す。 

調査地点 
現 況 

予 測 
（道路改良前） 

予 測 

（道路改良後） 

下線部は 

経路上の車線 

平日 休日 平日 休日 平日 休日 

地点Ａ 
（川西警察署前） 

 
平： 17時台 
休： 17時台 

0.386 0.458   0.471 0.502  

0.36 
－ 

0.53 
0.42 
－ 

0.51 

0.35 
－ 

0.55 
0.54 
－ 

0.55 

  

0.41 
0.04 
0.61 
0.38 
0.09 
0.86 

0.40 
0.04 
0.63 
0.46 
0.14 
0.93 

北流入直左右※1 
北流入右折※2 
西流入直左右 

南流入直左右※1 
南流入右折※2 
東流入直左右 

地点Ｂ 
（(仮)関西スーパー前）

 
平： 17時台 
休： 16時台 

0.338 0.294 0.438 0.394 0.433 0.391  

0.20 
－ 

0.41 
0.41 
－ 

0.08 

0.25 
－ 

0.40 
0.34 
－ 

0.08 

0.21 
－ 

0.48 
0.56 
－ 

0.08 

0.26 
－ 

0.47 
0.48 
－ 

0.08 

0.19 
0.02 
0.48 
0.55 
0.01 
0.08 

0.19 
0.05 
0.47 
0.48 
0.01 
0.08 

北流入直左右※1 
北流入右折※2 
西流入直左右 

南流入直左右※1 
南流入右折※2 
東流入直左右 

※1 道路改良後は直左となる。 
※2 道路改良後に新設される。 

ウ 入口及び出口における右折出入庫の交通処理検討 

○信号機のない交差点の交通容量の計算法（西ドイツの計算法）により評価 
○遅れの指標は平日において「遅れなし」、休日において「非常に小」となり、周辺交通

へ与える影響は軽微と考える。 

（主道路：市道 2070 号線、従道路：駐車場内） 

（開店後） 

駐車場内（入口）への右折入庫 

主道路→従道路 

駐車場内（出口）からの右折出庫 

従道路→主道路 

平日（７時台） 休日（16時台） 平日（７時台） 休日（16時台） 

交通容量 886 428 980 437 

実交通量 12 87 12 87 

余裕交通容量 874 341 968 350 

遅れの指標 遅れなし 非常に小 遅れなし 非常に小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）騒音の発生に係る事項 県の判断 適 

① 騒音の予測・評価 

   □ 騒音の総合的な予測・評価 

予測地点 隣接地 
主な音源 

（ ）は夜間のみ 
環境基準 
（昼間） 

等価騒音 
レベル 

環境基準 
（夜間） 

等価騒音 
レベル 

Ａ 
昼間：H= 1.2m 

夜間：H= 4.2m 
住宅 

来客車両走行音 

（換気設備音） 

55 dB 

(Ｂ類型) 
48 dB 

45 dB 

(Ｂ類型) 
37 dB 

Ｂ H= 1.2m 住宅 来客車両走行音 

60 dB 

(Ｃ類型) 

49 dB 
50 dB 

(Ｃ類型) 

39 dB 

Ｃ 
昼間：H= 1.2m 

夜間：H= 4.2m 
店舗 

荷さばき作業音 

（冷凍冷蔵用室外機、 

空調室外機） 
54 dB 42 dB 

Ｄ H= 4.2m 住宅 
廃棄物収集作業音 

（冷凍冷蔵用室外機、 

換気設備音） 
55 dB 

(Ｂ類型) 

49 dB 
45 dB 

(Ｂ類型) 

41 dB 

Ｅ H= 1.2m 店舗 来客車両走行音 47 dB 36 dB 

※各予測地点において、騒音が最大となる高さについてのみ結果を掲載 

→全ての地点において、環境基準を満足している。 

 

□ 発生する騒音ごとの予測・評価 

予測地点 隣接地 主な音源 規制基準 騒音レベル 

a H= 4.2m 道 路 換気設備音 

60 dB 

(第４種) 

48 dB 

b1 H= 1.2m 道 路 来店車両走行音 66 dB 

b2 H= 1.2m 住 宅 来店車両走行音 52 dB 

c H= 4.2m 道 路 空調室外機 51 dB 

d H= 4.2m 道 路 換気設備音 49 dB 

e H= 1.2m 道 路 来客者走行音 47 dB 

※各予測地点において、騒音が最大となる高さについてのみ結果を掲載 

・地点 b1 の予測地点において、騒音レベルの最大値は規制基準を超過するが、付近の住宅

の道路境界（地点 b2）で騒音予測を行った結果、騒音レベルの最大値は、規制基準を満足

する。 

・全ての予測地点においては規制基準を満足する。 

 

（３）廃棄物等に係る事項 県の判断 適 

○指針の容量を確保する。（廃棄物保管容量 25.9 ｍ３ ＞ 指針 13.6 ｍ３） 

廃棄物の種類 平均保管日数 予測排出量 合  計 

紙製廃棄物等 

１日 

6.0 m３ 

13.6 m３ 

金属製廃棄物等 0.3 m３ 

ガラス製廃棄物等 0.3 m３ 

プラスティック製廃棄物等 5.8 m３ 

生ゴミ等 0.8 m３ 

その他可燃性廃棄物等 0.4 m３ 

 



○リサイクル品（再利用対象物）保管施設 

分別保管を行い、リサイクル可能な廃棄物は、業者に引き渡す。 

 

（４）その他の指針関係事項 県の判断 適 

①歩行者の通行の利便の確保のための計画 

・敷地内に歩行者専用通路を確保する。 

・一部車両と交錯する部分は横断歩道を設置する。 

②防犯・防災対策への協力 

 ・関係機関から要請があれば検討する。 

  ③街並みづくり等への配慮に関する事項 

○「景観法」、「川西市景観条例」、「兵庫県屋外広告物条例」に基づき、周辺景観との調和が図

られるよう、建築物の意匠（形状・色彩）や屋外広告物について配慮する。 

○ ｢環境の保全と創造に関する条例｣（県条例）に基づき、緑化基準に従い、敷地・建築物の緑化

を行う。（※対象敷地面積及び緑化面積は関西スーパー棟敷地を除く） 
＜必要緑化面積＞ 

5,048.25 ㎡（対象敷地面積）×（100％－建ぺい率 60％）×50％＝1,010 ㎡ 

＜計画緑化面積＞ 

816.26 ㎡（敷地）＋225 ㎡（屋上緑化）＝1,041 ㎡ ＞ 1,010 ㎡ 

 
 

４ 法第８条第１項の規定により川西市から聴取した意見 

  意見内容 設置者の対応 県の判断 

・兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」

（緑化条例）を遵守されたい。 

 

・建築基準法及び兵庫県の「福祉のまちづく

り条例」を遵守されたい。 

 

・地元自治会、付近住民等に対し、十分説明

に行われたい。 

・生活環境への影響が著しい事態が発生した

場合は、市環境衛生課に通報し、地域住民

に十分に説明を行うとともに、その影響を

防止するための措置を行うよう努められた

い。 

・市環境保全条例に基づく工場等の設置許可

等について、市環境衛生課と調整し、申請

を行われたい。 

・騒音規制法や兵庫県環境の保全と創造に関

する条例等に基づく特定施設を設置する場

合は、届出が必要となることから、市環境

衛生課と調整の上、申請を行われたい。 

・市は、事業系ごみの収集をしないため、事

業者の責任において適正に処理されたい。 

・法令等に定める廃棄物に定める事項を遵守

されたい。 

・兵庫県の「環境の保全と創造に関する

条例」（緑化条例）の手続きを完了し

ましたので、その内容を遵守します。 

・建築基準法及び兵庫県の「福祉のまち

づくり条例」の手続きを完了しました

ので、その内容を遵守します。 

・地元自治会、付近住民等に対し、十分

説明を行います。 

・生活環境への影響が著しい事態が発生

した場合は、市環境衛生課に通報し、

地域住民に十分に説明を行うととも

に、その影響を防止するための措置を

行うよう努めます。 

・市環境保全条例に基づく工場等の設置

許可等については、市環境衛生課と調

整し、申請を行います。 

・騒音規制法や兵庫県環境の保全と創造

に関する条例等に基づく特定施設を

設置するため、市環境衛生課と調整の

上、申請を行います。 

・事業系ごみの収集については、事業者

の責任において適正に処理します。 

・法令等に定める廃棄物に定める事項を

遵守します。 

設置者の

対応は妥

当と判断

する。 



・ごみの減量、リサイクルの推進に配慮され

たい。 

 

・既存の関西スーパーではレジ袋を辞退

された方にはポイントの付与、またノ

ーレジ袋の日を設ける等、廃棄物の減

量に努めます。またその他２店舗につ

いてもレジ袋の削減の呼びかけによ

り廃棄物の減量に努めます。 

 

・阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区

画整理事業地区内で建築行為等を行う際

は、工事着工前に土地区画整理法第 76 条

第 1項に基づく許可を得ること。また、阪

神間都市計画事業中央北地区特定土地区

画整理事業に関する建築行為等の手続条

例に基づく協議内容を遵守されたい。 

・工事着工前に土地区画整理法第 76 条

第 1項に基づく許可を得ました。また、

阪神間都市計画事業中央北地区特定

土地区画整理事業に関する建築行為

等の手続条例に基づく協議内容を遵

守します。 

 

 

５ 県が近隣市から聴取した意見 

  意見内容 設置者の対応 県の判断 

［宝塚市］ 

・意見なし 
― ― 

 

６ 法第８条第２項の規定により居住者等から述べられた意見 

  意見内容 設置者の対応 県の判断 

なし ― ― 

 

７ 関係機関からの意見 

意見内容 設置者の対応 県の判断 

［兵庫県警察本部交通規制課］ 

１ 案内誘導看板の設置について 

・案内誘導看板の設置箇所については、事前

に川西警察署長と調整されたい。 

２ 来退店経路について 

・来退店経路を周知するように広報を徹底さ

れたい。 

 

・特に、東側出入口については、左折の出入

庫を徹底されたい。 

３ 店舗出入口への交通整理員の配置につ

いて 

・開店から当分の間及び繁忙日等について

は、出入口及び周辺交差点に交通整理員を

配置し、交通の安全と円滑を確保された

い。 

４ 駐車対策について 

・来店した入庫待ち車両が、店舗周辺の公道

上に滞留しないように留意されたい。 

５ 周辺地域の生活環境の保持について 

・開店から当分の間、周辺交通の支障の有無

 

 

・案内誘導看板の設置箇所については、

事前に川西警察署長と調整します。 

 

・来退店経路については、場内看板、販

促チラシ、ホームページ等で周知を徹

底します。 

・東側出入口については、看板を設置し

て左折の出入庫を徹底します。 

 

 

・開店から当分の間及び繁忙日等につい

ては、出入口及び周辺交差点に交通整

理員を配置し、交通の安全と円滑を確

保します。 

 

・来店した入庫待ち車両が、店舗周辺の

公道上に滞留しないように留意しま

す。 

・開店から当分の間、周辺交通の支障の

 
設置者の

対応は妥

当と判断

する。 



を確認されたい。 

・問題が発生した場合は、必要な対策を講じ、

関係機関に報告されたい。 

有無を確認します。 

・問題が発生した場合は、必要な対策を

講じ、関係機関に報告します。 

［環境整備課］ 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び兵

庫県廃棄物処理計画に基づき、廃棄物の適

正処理、排出抑制及び再生利用に努めるこ

と。 

・レジ袋の削減、過剰包装の抑制等による廃

棄物の減量に努めること。 

 

 

 

 

・店舗に資源ごみ等の回収ボックスを設置す

る場合は、事前に市に相談のうえ慎重に判

断すること。 

 

 

・廃棄物の適正処理、排出抑制及び再生

利用に努めます。 

 

 

・既存の関西スーパーではレジ袋を辞退

された方にはポイントの付与、またノ

ーレジ袋の日を設ける等、廃棄物の減

量に努めます。またその他２店舗につ

いてもレジ袋の削減の呼びかけによ

り廃棄物の減量に努めます。 

・店舗に資源ごみ等の回収ボックスを設

置する場合は、事前に市に相談のうえ

慎重に判断します。 

 

 
設置者の

対応は妥

当と判断

する。 

［下水道課］ 

・汚水及び雨水排水計画にあっては、下水道

管理者と十分調整すること。 

・県では、雨水に強いまちづくりを目指し、

雨水の浸透・貯留などによる流出抑制、適

切な水循環・再利用を推進している。施設

の整備にあたっては、透水性舗装、浸透管

渠、浸透マス、雨水貯留・再利用施設の設

置等について配慮すること。 

 

 

・汚水及び雨水排水計画にあっては、下

水道管理者と調整済みです。 

・川西市との協議の結果、特に雨水貯留

施設等の設置の予定はありませんが、

外周に緑地を設置する等の配慮を行

います。 

 

 

 
設置者の

対応は妥

当と判断

する。 

［総合治水課］ 

・駐車場などの広い土地を利用した施設につ

いては、雨水が浸透する舗装を施すなど、

雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透さ

せる措置を講ずることに努められたい。

（総合治水条例第 21 条第１項） 

・大規模な建物又は工作物については、その

敷地又は地下に雨水を貯留する設備を設

置すること等により、これらの建物又は工

作物に雨水貯留浸透機能を備えることに

努められたい。（総合治水条例第 21 条第

２項） 

・計画区域が浸水想定区域に含まれているた

め、建物又は工作物の所有者等は、建物又

は工作物の床を高くし、建物等の機能の維

持に重要な電気設備等を高所に設置し、地

階への雨水の流入を防ぐ等の浸水による

被害を軽減する耐水機能を建物等に備え、

その耐水機能の維持に努められたい。（総

合治水条例第 44 条） 

 

 

 

・特に雨水貯留施設等の設置の予定はあ

りませんが、外周に緑地を設置する等

の配慮を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐水機能を建物等に備えるため、店舗

の床を高くし、電気設備等も地盤より

高い位置とする計画としました。 

 

 

 

 

 
設置者の

対応は妥

当と判断

する。 



［都市政策課］ 

・環境の保全と創造に関する条例では、建築

面積又はその敷地面積が1,000㎡以上の場

合、同条例施行規則で定める緑化基準に従

い、当該建築物又はその敷地を緑化しなけ

ればならない規定があるので留意された

い。また、新築又は増築等に係る建築面積

が 1,000㎡以上の場合、同緑化基準に従い、

建築物等緑化計画届を作成し、建築確認申

請前に提出すること。 

・兵庫県まちづくり基本条例による事業者の

責務に基づき、地域と一体となったまちづ

くりを進める観点から、今後とも地元との

十分な話し合いによる事業の展開を求め

る。 

・福祉のまちづくり条例では、新築建築物は

バリアフリーに関する整備基準に適合さ

せ、既存建築物は適合に努めなければなら

ない。（利用者の立場に立ち、誰でも使い

やすい施設となるよう「福祉のまちづくり

アドバイザー」が施設の点検・助言を行う

チェック＆アドバイス制度を活用いただ

きたい。）また、新築・既存にかかわらず、

敷地内建築物の延べ面積が 10,000 ㎡以上

あれば、バリアフリー情報を公表しなけれ

ばならないので、留意されたい。 

 

 

・環境の保全と創造に関する条例に基づ

く緑地を確保し、緑化基準に従い、建

築物等緑化計画届を作成し、建築確認

申請前に提出しました。 

 

 

 

 

 

・まちづくり基本条例による事業者の責

務に基づき、地域と一体となったまち

づくりを進める観点から、今後とも地

元との十分な話合いによる事業の展

開に努めます。 

・新築建築物はバリアフリーに関する整

備基準に適合させることで手続を完

了しました。なお本計画の延べ面積は

10,000 ㎡未満です。 

 

 

 

 
設置者の

対応は妥

当と判断

する。 

［景観形成室］ 

・本事業計画には、景観法、川西市景観条例、

兵庫県屋外広告物条例が適用さる。各法令

に基づく基準等を遵守するとともに、申請

等必要な手続を適切に行われたい。 

 

・各法令に基づく基準等を遵守するとと

もに、申請等必要な手続を適切に行い

ます。 

 

 
設置者の

対応は妥

当と判断

する。 

 

 

７ 法第８条第４項の規定による意見（案）  

県の意見の有無 有しない。 

留意事項の有無 

次の留意事項を付記する。 

１ 敷地内掲示や看板、広告等によって来退店経路を周知徹底するこ

と。 

２ 開店後も周辺道路の交通状況を注視し、来店車両に起因する混雑

その他安全上の問題等が発生した場合は、関係機関と協議の上、必

要な対策を講じること。 

３ 営業時間内に荷さばき作業を行う場合は、誘導員を配置し、来客

の安全確保に努めること。 

４ 繁忙時等は、駐車場出入口に交通整理員を配置し、安全かつ円滑

な出入庫を図ること。 

５ 計画された緑化部分について、適切な維持管理に努めること。 

 

 


